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緊急事態宣言解除を受けた今後の登園について（お知らせ） 

  

 ５月１４日（金）、全国の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、東京都や大阪府、北

海道など８都道府県を除いた３９県の緊急事態宣言を解除しました。これにより、段階的な経済

活動や教育・保育の再開が進められることになります。愛知県でも、県独自の緊急事態宣言は 5

月末まで継続しつつ、教育・保育の段階的な再開が可能となりました。 

本園では、臨時休園期間を５月３１日（日）まで延長することとしてまいりましたが、６月１

日（月）より平常の保育が始められるよう、次のように段階的に保育の受け入れを進めてまいり

たいと思います。 

  

１ ５月２０日（水）までの園庭開放は、予定通り行います。 

２ ５月２１日（木）から２９日（金）までは、半日の自由登園を行います。 

 ・園バスは運行しませんので、自家用車等による送迎をお願いします。 

 ・5 月 21 日（木）～26 日（火）はクラスを分けての分散登園にします。 

 ・5 月 27 日（水）～29 日（金）は、6 月 1 日からの平常保育がスムーズにできるよう、できる

だけ登園するようにしてください。 

 ・登降園時の混雑や密集を避けるため、学年別の時間差登降園にします。 

 ※自由登園期間の登降園時間やクラス分けは別紙にてお示しします。 

３ 上記の自由登園期間に、預かり保育も行います。（11 時 30 分～16 時 30 分） 

ご希望の方は、20 日（水）の午前中までにお申し出ください。 

４ 6 月 1 日（月）から平常保育を行います。給食、園バスの運行も始めます。 

 ・6 月の園バス利用のキャンセルは可能です。その場合は、20 日（水）の午前中までにご連絡

ください。 

 ・6 月の行事や弁当日等につきましては園だより（5 月 25 日発行予定）でご確認ください。6 月

6 日（土）の親子ふれあいデーは、予定通り実施する方向で検討しています。 

５ その他 

（１）今後も引き続き毎朝の検温、体調の観察をお願いします。ご家庭においても、咳エチケッ

トや手洗い等の感染症予防対策を行ってください。 

（２）「新しい生活様式」を心がけていただき、感染症が発生しないよう人の集まる場所等への外

出を避けたり、マスク着用、こまめな手の消毒をしたりするなどのご協力をお願いします。 

 

※登園再開に関するお問い合わせ 

Tel 0564-22-1923（第二早蕨幼稚園 副園長 鍛治梁みつ子） 


